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平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
試
験
の
試
験
職
種
別
採
用
予
定
人
員
の
変
更
に
つ
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い
て

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
桃
園
市
之
瀬
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
桃
園
字
高
尾
四
九
番
の
四
地

旧

七
・
五
〜

一
二
八
・
五

先
か
ら

二
〇
・
五

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
桃
園
字
高
尾
三
三
番
の
二
地

先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

一
二
八
・
五

三
六
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
曲
輪
田
字
境
堀
一
三
一
番
の

旧

七
・
〇
〜

二
一
一
・
〇

四
地
先
か
ら

二
九
・
〇

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
桃
園
字
高
尾
九
三
番
の
三
地

先
ま
で

新

七
・
〇
〜

二
一
一
・
〇

四
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
四
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

九
月
二
十
九
日

第
千
八
百
九
十
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
増
富
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
新
田
字
踊
石
一
七
七
八
番
の

旧

七
・
〇
〜

五
一
三
・
六

一
地
先
か
ら

二
一
・
〇

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
字
向
一
四
九
二
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
〇
・
七
〜

五
一
三
・
六

二
一
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
大
字
鶴
島
字
柿
ノ
タ
ハ
四
四
八
一
番
地

旧

二
三
・
〇
〜

七
〇
・
〇

先
か
ら

三
七
・
八

上
野
原
市
大
字
鶴
島
字
柿
ノ
タ
ハ
四
四
八
四
番
の

九
地
先
ま
で

新

二
六
・
〇
〜

七
〇
・
〇

四
四
・
二

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
秋
山
字
原
居
海
戸
一
一
五
二
二
番
の
一

旧

七
・
〇
〜

五
八
・
九

地
先
か
ら

九
・
〇

上
野
原
市
秋
山
字
原
居
海
戸
一
一
五
〇
七
番
の
一

地
先
ま
で

新

九
・
〇
〜

五
八
・
九

一
八
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
七
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
峡
南
建
設

事
務
所
（
身
延
管
理
課
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
新
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢
字
宮
田
六
百
九
十
五
番
二
地
先
か
ら
西
八
代

郡
市
川
三
郷
町
黒
沢
字
宮
田
七
百
十
三
番
二
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
一
万
三
千
六
十
二
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
四
二



山
梨
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
か
ら
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
四
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
四
四



五
四
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
四
六



五
四
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
四
八



五
四
九

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
〇



五
五
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
二



五
五
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



�

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て

山
梨
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の
業

務
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
四



五
五
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
六



五
五
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
八



'
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笛
吹
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
意

見
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
石
和
サ
テ
ィ

２
　
所
在
地
　
笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
塚
越
二
百
二
十
二
番
一
外

二
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
変
更

２
　
公
告
日
　
平
成
二
十
年
五
月
一
日

三
　
意
見
の
概
要

１
　
消
防
関
係
法
令
の
遵
守

２
　
交
通
安
全
面
等
の
内
容
の
地
元
住
民
へ
の
周
知
徹
底

３
　
搬
入
車
両
の
出
入
口
使
用
の
制
限

４
　
荷
さ
ば
き
時
の
「
光
害
」
へ
の
配
慮

５
　
周
辺
住
民
か
ら
の
苦
情
へ
の
対
応

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
布
施
字
古
寺
家
二
七
四
二
の
二
、
二
七
四
二
の
五
、
二
七
四
二
の
六
、
二
七
四
二
の
七
、

二
七
四
二
の
八
、
二
七
四
二
の
九
、
二
七
四
二
の
一
〇
、
二
七
四
二
の
一
一
、
二
七
四
二
の
一
二
、

二
七
四
二
の
一
三
、
二
七
四
二
の
一
四
、
二
七
四
二
の
一
五
及
び
二
七
四
二
の
一
六
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
路

次
の
図
の
と
お
り

ゴ
ミ
置
き
場

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
中
央
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
四
番
一
号
　
株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ケ
イ
　
代
表
取
締
役
　
輿
水
修

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
山
之
神
字
一
本
柳
二
〇
八
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
山
之
神
八
百
十
二
番
地
　
竹
野
晶
弘
・
涼
子

人
事
委
員
会

'

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
試
験
の
試
験
職
種
別
採
用
予
定
人
員
の
変
更
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
試
験
の
試
験
職
種
別
採
用
予
定
人
員
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
貢

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
五
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
九
十
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

五
六
〇


